
高梁市告示第１１５号 

高梁市雇用確保支援事業補助金交付要綱をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市告示第１１５号 

高梁市雇用確保支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の雇用の促進及び定着に資する事業に要する経費に対し、予算の範

囲内で高梁市雇用確保支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付に関しては、高梁市補助金等交付規則（平成１６年高梁市規則第４５号）のほか、この

要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中

小企業者であって、市内に事業所（従業員がいない倉庫等を除く。）を有する会社及び個人

又はこれと同規模の協業組合、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等をいう。 

(2) 大企業者 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関

する法律（昭和５２年法律第７４号）第２条第２項に規定する大企業者であって、市内に

事業所（従業員がいない倉庫等を除く。）を有する会社又はこれと同規模の協業組合、医療

法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等をいう。 

(3) 国家資格 法律に基づき、国、地方公共団体又は国から委託を受けた法人等が検定を実

施し、国が認定する資格をいう。 

(4) 技能講習 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第７６条第１項に規定する技能

講習をいう。 

(5) 技能検定 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４４条第１項に規定する

技能検定をいう。 

(6) 特別教育 労働安全衛生法第５９条第３項に規定する特別の教育をいう。 

（補助対象事業） 



第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に規定するも

ののうち、当該各号に該当する事業とする。 

(1) 求人活動支援事業 市内事業所への採用及び配属を目的として、就職情報サイト及び

求人広告に求人情報を掲載するもの 

(2) 資格取得等支援事業 雇用を確保するため、市内事業所に勤める従業員に対象となる

資格を取得又は特別教育を受けさせるもの 

(3) 外国人材雇用促進支援事業 外国人労働者の職場定着を目的として、市内事業所に勤

める従業員に語学力又は生活力を向上させるもの 

（補助対象者、補助対象経費、補助率等） 

第４条 補助対象事業の補助対象者、補助対象経費、補助率等は、別表第１のとおりとし、次

の各号いずれにも該当する中小企業者及び大企業者とする。 

(1) 市税を完納している者であること。 

(2) 補助対象事業において、別表第２に掲げる業種に該当する事業を実施しようとする者

でないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社

会的団体及びその構成員でないこと。 

(4) 補助対象事業において、国、県、その他機関等から同様の趣旨の補助金の交付を受けよ

うとしていない、又は受けていないこと。 

(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと。 

２ 別表第１に掲げる各補助対象事業の補助金交付限度額の範囲においては、同一の中小企業

者及び大企業者（外国人材雇用促進支援事業に限る。）が同一年度内に複数回の申請を行うこ

とができる。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、高梁市雇用確保支援事業補助金交付申請書（様

式第１号）に、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市

長に申請しなければならない。ただし、求人活動支援事業及び外国人材雇用促進支援事業に

ついては、補助対象経費の支払を終えた日から年度の末日の翌日から起算して３０日が経過

する日までに、資格取得等支援事業については、資格取得の日、特別教育の受講が終了した

日又はその結果の通知のあった日から年度の末日の翌日から起算して３０日が経過する日



までに市長に申請しなければならない。 

(1) 求人活動支援事業 次に掲げる書類 

ア 補助対象経費の契約書等の写し 

イ 補助対象経費の内容がわかる資料（パンフレット等） 

ウ 補助対象経費の支払を証明できる書類の写し 

エ 市税の未納がないことの証明書 

オ その他市長が必要と認める書類 

(2) 資格取得等支援事業 次に掲げる書類 

ア 資格取得等に要した経費を明らかにする書類 

イ 中小企業者が負担した補助対象経費の支払を証明する書類 

ウ 資格取得又は特別教育の受講を証明する書類の写し若しくは結果通知書の写し 

エ 従業員名簿 

オ 市税の未納がないことの証明書 

カ その他市長が必要と認める書類 

(3) 外国人材雇用促進支援事業 次に掲げる書類 

 ア 補助対象経費の支払を証明できる書類の写し 

  イ 語学能力又は生活力の向上を目的とした事業の内容がわかる書類 

  ウ 従業員名簿（研修等に参加した従業員がわかる書類） 

エ 市税の未納がないことの証明書 

オ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等の通知） 

第６条 市長は、前条の補助金交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付

を決定するとともに、高梁市雇用確保支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、

適当でないと認めたときは高梁市雇用確保支援事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）

により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

市長に対して補助金の支払を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に対して補助金

を支払うものとする。 



（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた

ときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じ

ることができる。 

（その他） 

第９条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表第１（第４条関係） 

補助対象

事業 
補助対象者 補助対象経費 

補助率及び 

補助金交付限度額 

求人活動

支援事業 

市内事業所への

採用及び配属を

目的として、就職

情報サイト及び

求人広告に求人

情報を掲載した

中小企業者 

次のいずれかに該当する経費の

うち、掲載を開始又は終了したも

のであって、支払を終えたもの 

(1) 求人情報発信 

就職情報サイト等の管理運営

者に対して支払った費用のう

ち、求人情報掲載に係る費用 

(2) 企業広告掲載 

求人情報誌の掲載費、求人情

報を記載したチラシの製作費等 

補助対象経費の２分の

１以内（交付限度額１

０万円） 

資格取得

等支援事

業 

国家資格、技能講

習、技能検定又は

特別教育につい

て、市内事業所に

勤める従業員に

受験又は受講さ

せ、その経費を負

担した中小企業

者 

国家資格、技能講習、技能検定又

は特別教育に係る経費のうち、中

小企業者が負担したもの 

(1) 資格取得に必要な能力を習

得するための講座の受講料。た

だし、資格の取得の前提となる

卒業資格等を取得するための講

座を除く。 

(2) 前号に掲げるもののほか、国

その他資格授与機関が受講を指

定する講習等の受講料 

(3)労働安全衛生法で定められて

いる危険又は有害な業務に関す

る安全又は衛生のための特別教

育の受講料 

(4) 資格試験等の受験料及び登

補助対象経費の２分の

１以内（交付限度額１

０万円） 



録免許料。ただし、同一年度内に

従業員１人につき１回まで申請

可能とし、当該資格の取得又は

特別教育の受講に対して、国、

県、その他機関等から費用の補

填を受けているときは、補助金

の交付対象外とする。 

外国人材

雇用促進

支援事業 

語学力又は生活

力の向上につい

て、市内事業所に

勤める外国人労

働者に対して実

施する中小企業

者及び大企業者 

語学力又は生活力の向上を目的

として実施する事業に要する次の

各号のいずれかに該当する経費 

(1) 語学力の向上のために要す

る経費（語学学校入学金、語学学

校・語学教室授業料、教材費、旅

費等）。ただし、外国人労働者と

のコミュニケーション等を図る

ためにあっては、日本人労働者

が外国語の語学力の向上のため

に要する経費を含む。 

(2) 日本の文化、生活習慣の研

修・体験等に要する経費（講師謝

金、会場借上料、物品借上料、旅

費、委託料等） 

補助対象経費の２分の

１以内（交付限度額１

０万円） 

 備考 

  １ 補助対象経費には消費税及び地方消費税を含む。 

  ２ 補助金額は、１，０００円未満を切り捨てる。 

  ３ 複数の補助対象事業を併用申請する場合の補助金額は、補助対象経費の合計額に補助

率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

  



別表第２（第４条関係） 

 補助対象外とする業種（日本標準産業分類に準拠） 

１ 宗教、政治・文化団体 

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。

以下「風営法」という。）第２条第１項第１号から第３号までに規定する風俗営業

（市長が特に必要と認める風俗営業は除く。） 

３ 風営法第２条第１項第４号に規定する風俗営業 

４ 風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

高梁市長        様 

 

住    所                 

名 称 及 び                 

代表者の氏名                 

 

高梁市雇用確保支援事業補助金交付申請書 

 

年度高梁市雇用確保支援事業補助金の交付を受けたいので、高梁市雇用確保支援事業

補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金の対象となる事業              支援事業 

 

２ 事 業 に 要 す る 経 費                 円 

 

３ 補 助 金 の 交 付 申 請 額                 円 

                      

４ 添付書類 

(1) 求人活動支援事業 

・ 補助対象経費の契約書等の写し 

・ 補助対象経費の内容がわかる資料（パンフレット等） 

・ 補助対象経費の支払を証明できる書類の写し 

(2) 資格取得等支援事業 

・ 資格取得等に要した経費を明らかにする書類 

・ 中小企業者が負担した補助対象経費の支払を証明する書類 

・ 資格取得又は特別教育の受講を証明する書類の写し若しくは結果通知書の写し 

・ 従業員名簿 

(3) 外国人材雇用促進支援事業 

  ・ 補助対象経費の支払を証明できる書類の写し 

  ・ 語学能力又は生活力の向上を目的とした事業の内容がわかる書類 

  ・ 従業員名簿（研修等に参加した従業員がわかる書類） 

(1)～(3)共通 

・ 市税の未納がないことの証明書 

・ その他市長が必要と認める書類  



様式第２号（第６条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

           様 

 

高梁市長 

 

高梁市雇用確保支援事業補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった、    年度高梁市雇用確保支援事業補助金

については、高梁市雇用確保支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり交付

することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補助対象事業名 補助金交付決定額 備  考 

 円  

  



様式第３号（第６条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

           様 

 

高梁市長 

 

高梁市雇用確保支援事業補助金不交付決定通知書 

 

     年 月 日付けで申請のあった、  年度高梁市雇用確保支援事業補助金について

は、高梁市雇用確保支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり補助金を交付

しないことに決定したので通知します。 

 

記 

 

（理由） 

 


